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人権週間は、家庭・職場・学校・家族・友だち・
みんなと人権を考える 1週間です。男女差別、
障害者差別、外国人差別、部落差別など、あ
らゆる差別や偏見をなくし、みんなが明るく
暮らせる社会を作りたいものです。そのため
には、わたしたち一人ひとりが、人権につい
て正しく理解し、周りの人の人権を尊重する
意識を持つことがとても大切です。
今一度、身近なことから人権について考え

てみませんか。
人権に関することについて相談のある方は、

お近くの人権擁護委員・法務局・市役所まで
お問い合わせください。
いじめや体罰、児童虐待など子どもの人権

や、配偶者・パートナーからの暴力などの女
性の人権をはじめ、あらゆる差別問題や家庭
内、職場内、隣近所での問題などについての
相談を受けています。

［市内の人権擁護委員］ （敬称略）
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　市内では、この人権週間の期間中に人権擁護委員

による特設人権相談が実施されます。市内各地域で
の開催日時は下記の通りです。

開催日 時間 場　　所

12月5日㈫

13:30
～
16:00

土山開発センター 2階談話室

12月5日㈫ 市役所甲南庁舎 2階団体室

12月7日㈭ 水口社会福祉センター 2階身障
研修室

12月8日㈮ 信楽開発センター 1階

12月11日㈪ 市役所甲賀支所 2階研究室

　また、大津地方法務局人権擁護課、甲賀・彦根・
長浜の法務局支局でも受けていますので、気軽にご
利用ください。相談無料・秘密厳守。

大津地方法務局人権擁護課　TEL　077-522-4673

大津地方法務局甲賀支局　　TEL　0748-62-0259

大津地方法務局彦根支局　　TEL　0749-22-0242

大津地方法務局長浜支局　　TEL　0749-62-0565

子どもの人権 110 番　　　　TEL　0570-070-110

女性の人権ホットライン　　TEL　0570-070-810

※最寄の相談所解説情報は、次のホームページで
も見られます。人権啓発活動ネットワーク協議会　
http://www.jinken.go.jp/

人 権 週 間
　国際連合は、1948 年（昭和 23 年）第 3回総会

で世界人権宣言が採択されたのを記念し、1950 年

（昭和 25 年）第 5回総会において、世界人権宣言

が採択された 12 月 10 日を「人権デー」と定める

とともに、すべての加盟国にこれを記念する行事を

毎年実施するように呼びかけています。法務省と全

国人権擁護委員連合会は、世界人権宣言が採択され

た翌年の昭和 24年から毎年 12月 10 日の人権デー

を最終日とする一週間を「人権週間」と定め、人権

尊重思想の普及高揚のための啓発活動を全国的に展

開していきます。

人権擁護委員
　人権擁護委員は、人格識見が高く、広く社会の実

情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、

教育者、弁護士等の中から市町村長が推薦し、法務

大臣が委嘱した人たちです。

　現在、滋賀県内には 219 名の人権擁護委員が各

市町に配置され、講演会、座談会の開催や、法務局

の人権相談所及び市役所等で臨時に開設した相談所

並びに委員の自宅で、住民の皆さんの悩みごとや心

配ごとの相談を受けるなど、積極的な活動を行って

います。

問い合わせ　人権政策課　165-0693　FAX 63-4087
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年末年始における
特別警戒期間

平成18年12月1日～平成19年1月5日

みんなでつくろう
安全で安心なまち
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